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Ⅰ.事業の目的・概要・体制 

１．事業の目的 

成年後見制度利用促進については、平成 29 年に第一期成年後見制度利用促進基本計画が

策定され、令和 4 年 3 月には第一期計画の進捗や制度をめぐる諸課題を踏まえて第二期成年後

見制度利用促進基本計画（以下、第二期計画）が策定された。第二期計画では、地域共生社会実

現に向けた権利擁護支援の推進に向け、権利擁護支援チームの役割や都道府県の機能強化、

包括的・重層的・多層的なネットワークづくりなどが盛り込まれた。現在、第二期計画に基づき、各

地域において体制整備が進められているところであり、令和 6 年度には中間検証が行われた。 

中間検証報告書において、市町村による中核機関の整備状況については、整備予定が未定の

市町村も一定数あり、そのうちの 6 割以上が整備に向けた調整に着手できていないことが課題とさ

れている。中核機関を整備済みであっても、相談支援機能を有しているにとどまり、チームの形成

支援や自立支援、アウトリーチの相談を実施するまでには至っていないことにも触れられており、全

国どの地域においても、尊厳のある本人らしい生活の継続ができるよう、身近な地域における中核

機関の相談体制の整備を急ぐ必要がある。 

また、第二期計画において、都道府県に求められている役割は幅広く、市町村では担えない地

域連携ネットワークづくりの役割を主導的に果たすことや、都道府県における効果的な支援体制を

整備することが求められている。これらの役割を発揮できるよう、都道府県担当者や都道府県に配

置される各アドバイザーに対するサポートも重要と考えられる。 

加えて、令和 6 年 4 月より法制審議会民法（成年後見等関係）部会において成年後見制度の

改正に向けた議論が行われ、令和８年 2 月 12 日に民法（成年後見等関係）等の改正に関する要

綱が答申された。今後、改正法案として国会への上程が予定されている。 

このような状況を踏まえ、本事業では、昨年度に引き続き「全国権利擁護相談窓口 K-ねっと」

（以下、「K-ねっと」という）を設置し、全国的な相談体制の強化を図るとともに、都道府県の体制強

化や取り組み促進にむけた都道府県機能強化推進事業を実施した。 

あわせて、本事業では、広く市民を対象とし、任意後見・補助・保佐等を含めた成年後見制度の

基礎を学ぶセミナーを開催した。 

本事業の相談窓口の役割については、事業を開始した令和 2 年度に以下の通り 4 点に整理さ

れており、本年度もこの 4 つの役割を踏まえて事業を実施した。 

①支援

 K-ねっとは、全国的な体制整備を後押しする役割があることから、質問に対して回答をするこ

とに加え、相談者自身に「気づき」を促し、わからないことがあった時に調べる方法を「学び」、

次回に「活かせる」よう支援を行うことが期待される。

 また、相談者を各地域の専門職団体や法テラス、先行して取り組みを行っている自治体の担

当者等に「つなぐ」ことも役割として重要である。
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 K-ねっとへの相談を通じて、「身近で気軽に相談できる専門職の必要性」を体感してもらい、

身近な地域で専門職等との連携を行い、権利擁護体制を整える体制作りを支援することが期

待される。

②伴走

 相談者のなかには、検討している事例の情報や K-ねっとに質問したい点等を必ずしも明確に

整理できていなかったり、地域のなかで相談できるネットワークを持っていない場合が見られ

る。

 そうした場合には、相談者の話をまずは受け止め、相談者自身が直面している問題を可視化

し、地域の関係者と連携して問題解決できるよう支援する姿勢が求められる。

 そのため、1 回の相談で終わるとは限らず、必要な場合には、回答後の状況把握や追加のフ

ォローも含めて伴走することが期待される。

③共有

 行政の担当者は各地域の実情にあった体制整備を進めようとしているが、手探りであり、他の

自治体の事例を知りたいというニーズが強い。

 先行調査研究に加えて、最新の情報の収集を進めるとともに、相談を通じて把握した情報を蓄

積して提供する取り組みが期待される。

 行政担当者や中核機関が参照すべき資料の整理・公開について、国において開設された成

年後見制度に関するポータルサイトの活用も含めて進める必要がある。

 K-ねっとに寄せられた相談を蓄積し、FAQ を作成して共有することも重要である。その際、「誰

から寄せられた相談なのか」を軸に整理することで、情報を探しやすくするなどの工夫が考えら

れる。

④発信・提案

全国的な体制整備を推進するため、相談を通じて把握した、体制整備に関する課題等について整

理し、運営委員会での検討を行ったうえで発信・提案していくことが期待される。 

２．事業の概要 

（１）市区町村、中核機関等における相談体制の強化事業

①相談窓口（K-ねっと）の設置

K-ねっとの相談窓口を設置し、市区町村や中核機関等のみで解決できない課題について相談

を受けて専門的な助言を行うとともに、相談対応を通じて各地域における地域連携ネットワークづく

りの促進に努めた。 

相談受付のため、専用ダイヤル及び専用メールアドレスを設け、厚生労働省成年後見制度利用

促進室と連携を図りつつ、都道府県、都道府県社会福祉協議会、市区町村、中核機関、権利擁護

センター等へ周知した。

全国権利擁護相談窓口 K-ねっと  03-3580-1755 k-net@shakyo.or.jp 

相談受付にあたっては、相談管理システムを活用し、事務局と専門相談員が相談内容を共有し

ながら実施した。また相談内容については、厚生労働省成年後見制度利用促進室に定期的に報

告し共有した。 
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令和 2 年度に K-ねっとの相談対応の基本的な考え方を下記の通り整理しており、本年度も引き

続き、ホームページ上に示すとともに、相談者にも趣旨を伝えながら相談対応を行った。 

 

【相談対応の基本的考え方】 

①目的 

 K-ねっとの相談事業は、どの地域においても、権利擁護支援を必要とする人が適切に成年 

後見制度等を利用できるよう、全国的な体制整備を後押しすることを目的としている。 

②相談対応の基本的な考え方 

 相談者が、当該地域の行政や社会福祉協議会、専門職（団体）、当事者団体、家庭裁判所等

の関係者と連携して課題を解決していくことができるよう、相談内容を聞き取って方針検討のポ

イントの整理を支援するとともに、他の自治体の取り組み等の参考情報を提供したり、必要に応

じて相談先を紹介したりすることを基本的な姿勢としている。 

 都道府県が圏域の体制整備を進めるうえで参考にできるよう、相談者の了解を得たうえで、都

道府県の成年後見制度利用促進主管課に相談内容や K-ねっとからの回答内容を伝えること

がある。 

③個人情報の取扱い 

 相談受付実績は、統計的に処理し、相談者の所属や自治体名は公表しない。 

 個別事例に関しては、個人が特定されることのないよう、事例情報を匿名化して受付けている。 

 回答内容の検討や K-ねっとの相談事業の評価・改善のため、相談内容を厚生労働省及び本

事業アドバイザー、企画・評価委員、専門相談員、K-ねっと事務局（全国社会福祉協議会地域

福祉部）に限り共有している。 

 

②アドバイザー・オブザーバーによる助言 

専門的な知見を要する相談について、アドバイザー・オブザーバーの助言・情報提供を得ながら

相談に対応した。 

専門職団体や中核機関等と業務委託契約を結び、各団体よりアドバイザーの派遣を受けた。ま

た、成年後見制度利用促進の体制整備や市町村長申立の実務に精通した自治体職員、社会福

祉協議会職員、法律、医療の学識経験者をアドバイザーまたはオブザーバーとして委嘱した。 

 

【アドバイザー(12 名)】  ※順不同・敬称略 

氏名 所属・役職 

吉野 智 東京弁護士会 弁護士 

山本 恭子 長野県弁護士会 弁護士 

岩屋口 智栄 成年後見センター・リーガルサポート 常任理事 

隈本 武 成年後見センター・リーガルサポート 副理事長 

星野 美子 日本社会福祉士会 参事 

谷川 ひとみ 
福島県社会福祉士会 

福島県委託事業市町村支援アドバイザー 運営委員長 
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荒谷 牧裕 
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課地域

福祉グループ グループリーダー 

石垣 裕美 立川市保健医療部高齢政策課 在宅支援係長 

十河 真子 香川県社会福祉協議会地域福祉部 部長 

鈴木 裕美 
山形市社会福祉協議会 山形市成年後見センター 

センター長

大久保 麻未 
せたな町保健福祉課 地域包括支援センター 

副所長 

住田 敦子 
特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター 

センター長

【オブザーバー(4 名)】  ※順不同・敬称略

氏名 所属・役職 

山野目 章夫 早稲田大学法学学術院 教授 

五十嵐 禎人 千葉大学社会精神保健教育研究センター 教授 医師 

水島 俊彦 日本司法支援センター（法テラス）本部 弁護士 

田中 明美 奈良県福祉保険部次長 保健師 

③専門相談員による相談対応

後見実務の経験があり、成年後見センターや自治体等での業務経験を持つ社会福祉士を専門

相談員として配置し、専門的な知見を要する個別事例相談について、専門相談員が直接相談に

対応した。 

相談受付の体制については、専門相談員が在宅でスマートフォンから対応できる体制を確保し

た。 

事務局で受付けた個別事例の相談について、3 名の専門相談員が順番に対応し、相談内容や

回答内容を相談管理システムに記録して共有した。専門相談員の間で対応内容について助言し

合うほか、必要に応じて、アドバイザーにメールで助言・情報提供を依頼した。 

隔週 1 回、厚生労働省成年後見制度利用促進室も含めて定期的な打ち合わせを行い、相談の

聞き取りや回答方針の検討、記録の整備等について協議した。 

【専門相談員（3 名）】  ※順不同・敬称略

氏名 所属・役職 

小林 有紀子 くすのき社会福祉士事務所 

宮間 恵美子 みやま社会福祉士合同事務所 

渡邊 一郎 一般社団法人 権利擁護支援プロジェクトともす 
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④定例会議の開催 

アドバイザーによる定例会議を年 6 回開催し、相談実績を報告するとともに、今後の相談対応や

相談を通じて見えた体制整備の課題等について協議した。適宜、オブザーバーの参加を得た。第

1 回並びに第 6 回定例会議においては、企画・評価委員を加え、本事業の企画・評価を行った。  

定例会議には厚生労働省成年後見制度利用促進室、老健局高齢者支援課、老健局認知症施

策・地域介護推進課、障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室、専門相談員が

オブザーバーとして参加した。 

 

【アドバイザー定例会議開催状況】 

 期日 

第１回 令和 7 年 6 月 12 日（木） 17：00～19：00 

第２回 令和 7 年 8 月 5 日（火） 17：00～19：00 

第３回 令和 7 年 10 月 10 日（金） 10:00～12:00 

第４回 令和 7 年 12 月 3 日（水） 13:30～15:30 

第５回 令和 8 年 2 月 2 日（月） 17:00～19:00 

第６回 令和 8 年 3 月 10 日（火） 15:00～17:00 

       

【企画・評価委員(６名)】  ※順不同・敬称略 

氏名 所属・役職 

五十嵐 禎人 千葉大学社会精神保健教育研究センター 教授 

小島 幸子 全国手をつなぐ育成会連合会 副会長 

櫻田 なつみ 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 研修企画委員 

永田 祐 同志社大学 教授 ◎委員長 

花俣 ふみ代 認知症の人と家族の会 副代表理事 

水島 俊彦 日本司法支援センター（法テラス）本部 弁護士 

 

⑤都道府県交流会を通じた取り組み例等の共有及び相談の FAQ の更新 

都道府県担当者や都道府県アドバイザーが市町村や中核機関からの問い合わせに対応する 

ための参考として、厚生労働省が都道府県担当者及び都道府県アドバイザーを対象に年 4 回開

催する都道府県交流会のうち 2 回の企画実施を担当した。都道府県や専門職団体からの報告と

併せて、参加者間の情報共有・意見交換を行う時間を設けた。 

また、昨年度までに取りまとめた FAQ について、厚生労働省と確認の上、更新して HP に掲載

した。（詳細については、P.39～参考資料１ 参照） 
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回・日時 内容 

第 2 回 

令和 8 年 

9 月 10 日

（水） 

10：00～

12：00 

テーマ：「専門職の立場から、都道府県や市町村・中核機関との連携について」 

報告者： 

①日本弁護士連合会  東京弁護士連合会  吉野 智 氏 

②成年後見センター・リーガルサポート 常任理事 隈本 武 氏 

③日本社会福祉士会  参事 星野 美子 氏 

ブレイクアウトルーム協議題：「自治体と専門職との連携について」 

第 3 回 

令和 8 年 

12 月 10 日

（水） 

10:00～ 

12：00 

テーマ：「都道府県による市町村支援について」 

厚生労働省社会援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室 

成年後見制度利用促進専門官 大口 達也 氏 

実践報告「小規模市町村への支援について」 

報告者： 

長崎県福祉保健部長寿社会課地域包括ケア推進班 主任主事 藤井 優作 氏 

長崎県社会福祉協議会 地域福祉部 生活支援課 主事 松浦 三氣也 氏 

ブレイクアウトルーム協議題： 

前半「各都道府県における課題や取り組み状況の共有」 

後半「今後の市町村支援について」 

 

⑥各地域の相談窓口の周知 

市区町村別の成年後見制度の相談窓口一覧（中核機関・権利擁護センター等、市区町村成年

後見制度担当部署）を作成した。これをもとに、「任意後見・補助・保佐等の相談体制強化・広報啓

発一式（各種広報分）」の受託者である株式会社読売広告社を通じて、「成年後見はやわかり」サイ

トにて、各地域の相談窓口の検索機能が作成された。また、本会地域福祉部ホームページに一覧

表を掲載した。 

掲載 URL https://www.zcwvc.net/member/#knet 

 

⑦ニュースレターの発行 

市町村・中核機関、都道府県・都道府県社協、都道府県アドバイザーの参考となるニュースレタ

ーを３回発行し、成年後見制度の動向、研修会等の報告などを掲載し、情報発信を行った。ニュー

スレターはメールで配信するほか、「成年後見はやわかり」サイトへの掲載や都道府県交流会での

紹介等を通じて周知を図った。 

 

回 内容 

第 39 号 

令和 7 年 

10 月 3 日発行 

１ 成年後見制度利用促進室長よりごあいさつ                

２ 令和７年４月１日から後見事務報告書の書式が変更されました                                  

３ 認知症の人の意思決定支援ガイドラインが第２版へ改訂されました                       

４ 令和 7 年度成年後見制度利用促進体制整備研修のご案内                            

５ K-ねっとのご紹介 

https://www.zcwvc.net/member/#knet
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第 40 号 

令和 8 年 

3 月 12 日発行 

１ 成年後見制度の改正に向けた要綱案が承認・答申されました              

２ 市町村や中核機関と専門職の連携について 

第４１号 

令和 8 年 

3 月 31 日発行 

１ 成年後見制度利用促進体制整備研修について                

２ 都道府県・市町村・中核機関の新任担当者の皆さまへ                                  

３ 都道府県・市町村・中核機関向けの「K-ねっと FAQ」 を更新しました 

 

⑧都道府県の機能強化を目的とした課題整理・取り組み推進のための方策等提案（都道府県機

能強化推進事業） 

権利擁護支援の体制整備に関する市町村への支援強化等に向けて、希望する都道府県に対し

て、アドバイザー等を派遣してヒアリング調査を実施し、課題等の整理や助言・ノウハウ伝達等の取

り組み推進のための方策等の提案を行った。併せて、令和 6 年度に都道府県機能強化推進事業

の対象であった４県に対して、オンラインによりフォローアップのヒアリングを行った。（詳細について

は P.21～参照） 

 

【令和７年度実施都道府県（新規）】 

都道府県 ヒアリング日程（対面） 

千葉県 令和 7 年 9 月 2 日（火）  

広島県 令和 7 年 9 月 4 日（木） 

岐阜県 令和 7 年 9 月 11 日（木） 

宮崎県 令和 7 年 9 月 17 日（水） 

 

【令和６年度実施都道府県（フォローアップ）】 

都道府県 ヒアリング日程（オンライン） 

富山県 令和 7 年 7 月 25 日（金）  

奈良県 令和 7 年 8 月 6 日（水） 

島根県 令和 7 年 10 月 16 日（木） 

沖縄県 令和 7 年 8 月 15 日（金） 

 

（２） 国民向けシンポジウム等による成年後見制度の周知・広報事業 

国民向けに分かりやすく任意後見、補助・保佐類型を含む成年後見制度の周知を行うことによ

り、将来に向けて早い段階から検討が始められるように、一般市民を対象とした全国セミナーを開

催した。（詳細については P．28～参照） 
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３．事業体制の概要・実施状況 
（１）事業実施体制 
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Ⅱ K-ねっと相談事業 

 １．相談の概要 

（１）相談の受付状況(2025.04.01～2026.02.28)   

・ 令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 2 月末までの相談件数は 118件であった。月別の相談件数 

は図表１の通りで 8月と 10月が各 16件と最も多かった。 

・ 相談方法は電話による相談・問合せが 74.6％で前年度（76.0％）よりやや減少した。メールで相 

談を受けた場合も、必要に応じ、電話による聞き取り確認をして回答した。 

 

 【図表 1 月別相談件数】 

令和 7 年 4 月 11 

5 月 11 

6 月 13 

7 月 8 

8 月 16 

9 月 2 

10 月 16 

11 月 12 

12 月 8 

令和 7 年 1 月 14 

2 月 7 

計 118 

    ※報告書作成のスケジュール上、2 月末までの実績を集計。 

 

【図表 2 相談方法】 

 

参考：令和 6 年度実績 147 件 

令和 5 年度実績 176 件 

    令和 4 年度実績 211 件 

    令和 3 年度実績 174 件 

    令和 2 年度実績 127 件 
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（２）相談者の所属機関等 

・ 中核機関からの相談・問合せが最も多く、38.1％を占めている（図表３）。前年度は市区町村から 

の相談が最も多く 34.0％、中核機関からは 21.0％であったが、中核機関の整備が進むにしたが

って、中核機関からの相談が増えていることがうかがえる。 

・ 中核機関からの相談（45 件）の内訳は、行政直営が 11 件、社協委託が 34 件であった（図表 

４）。なお、中核機関以外の行政（高齢、障害の福祉を所管する部署等）からの相談は 24 件で、 

そのうち 5 件が中核機関未設置の市町村であった。 

・ 都道府県、政令指定都市、市区町村別にみると、行政、社協いずれも「市」からの相談が最も多 

く寄せられた（図表４）。 

・ 都道府県別にみると、36 都道府県から相談が寄せられた（図表５）。昨年度は 40 都道府県まで 

相談が徐々に伸びてきていた（令和 6 年度と 5 年度 40、令和 3 年度 38、令和 2 年度 36）が、 

都道府県専門アドバイザーの設置の推進により K-ねっとへの相談が少なくなったことも一因とし

て考えられる。（体制整備アドバイザー設置都道府県は令和 5 年度 33 か所→令和 6 年度 35

か所、権利擁護支援総合アドバイザーは令和 5 年度 21 か所→令和 6 年度 25 か所） 

 

【図表 3 相談者の所属機関】 
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【図表 4 相談者の所属機関（内訳）】 

 行政 社会福祉協

議会 

地域包括支

援センター 

その他 計 

中核機関 11 34   45 

内 
 

 

訳 

市 8 27    

区 1 4    

町 2 2    

村  1    

指定都市      

その他      

都道府県 19 19   38 

市区町村 

（中核機関以外） 
24 3 4  31 

内 
 

 

訳 

市 21 3 1   

区 1     

町 1  3   

村 1     

指定都市      

その他    4 4 

計 54 56 4 4 118 

 

【図表 5 都道府県別相談件数】 
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（３）相談内容 

・ 相談内容を見ると、体制整備に関する相談・問合せが 43 件（36.4％）と最も多く、次いで個別 

（事例）に関する相談が 29 件（24.6％）となった（図表６）。 

・ その他としては、中核機関の取り組み事例の提供、講師紹介などに関する相談があった。 

 

【図表 6 相談内容】 

 
 

・ 体制整備に関する相談としては、成年後見制度利用支援事業に関することが最も多く 23.3％ 

で、報酬助成に関する相談が多く見られた（図表７）。次いで市民後見人に関すること、中核機

関に関することがそれぞれ 18.6％で、市民後見人については、フォローアップや、受任に向けた

体制整備に関する相談が多かった（図表７）。中核機関については、受任者調整や、チーム支

援、モニタリングに関する先進自治体の情報提供依頼が見られ、機能強化が進みつつある状況

がうかがえた。 

 

 【図表 7 体制整備に関する相談主旨】 

相談主旨 件数（％） 

成年後見制度利用支援事業について 10（23.3） 

 
報酬助成について 7 

他自治体との調整について 3 

市民後見人に関すること 8（18.6） 

 
受任に向けた取り組みについて 7 

その他 1 

中核機関に関すること 8（18.6） 

協議会に関すること 3（7.0） 

受任者調整に関すること 3（7.0） 
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都道府県の取組に関すること 5（11.6） 

その他 6（14.0） 

計 43（100.0） 

 

・ 個別事例の相談では、「事例の情報の整理や支援の方向性に関すること」が 58.6％と最も多か

った（図表８）。複合的な課題を抱える事例に対し、福祉関係機関等の支援者が成年後見制度

の利用について中核機関に相談し、まだ本人の意向確認なども行われていない状況での相談

も多く寄せられた。 

・ 中核機関等の担当者が、受け付けたケースをどのようにアセスメントして支援の道筋を考えてい

けばよいか分からず、本人と初めて面談を行う前にアドバイスが欲しいといった相談も見られた。 

 

【図表 8 個別（事例）に関する相談の傾向】 

キーワード 件数（％） 

事例の情報の整理や支援の方向性に関すること 17（58.6） 

市町村長申立てに関すること 5（17.2） 

申立て支援に関すること（非司行為・非弁行為についても

含む） 
3（10.3） 

他自治体との調整に関すること 4（13.8） 

報酬助成に関すること 5（17.2） 

計 29（100.0） 

※個別相談においては、1 件の相談に複数のキーワードが含まれるため、合計値は相談件数と一致しない。 

 

・ 日常生活自立支援事業に関しては、利用者の状況の変化に伴う対応に関する相談が多く寄せ

られた。成年後見制度の利用を検討するタイミングや、死後の事務に関する相談もみられた。 
 

【図表 9 日常生活自立支援事業に関する相談主旨】 

主旨 件数（％） 

ケースの対応について 5（83.3） 

その他 1（16.7） 

計 6（100.0） 

 

・ 情報提供の中の「その他」では、先進的に取り組んでいる自治体について教えてほしいといった

ものがみられた。 

・ その他では、補助金の活用やニュースレターの内容に関する相談があった。 
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【図表 10 「その他」の相談主旨】 

主旨 件数（％） 

情報提供について 8(34.8) 

 研修内容や講師について 4 

 その他 4 

法テラス・未成年後見等、ほかの窓口へつないだ相談 3（13.0） 

その他 12(52.2) 

計 23（100.0） 

 

・ 相談者別に見ると、中核機関からの相談は、個別事例に関するものが 40.0％と最も多かった（図

表 11）。昨年度までは体制整備の相談が多く寄せられていたが、具体的なケースへの対応が増

加するなかで個別事例に関する相談が増加していることがうかがえる。都道府県体制整備アドバ

イザーの配置が進み、体制整備に関しては都道府県内で助言が得られるようになってきている

可能性も考えられる。 

・ 都道府県社協からの相談については、成年後見制度及び体制整備に関する相談 11 件のうち、

8 件が都道府県アドバイザーを受託している都道府県社協であった。 

 

【図表 11 相談者別の相談内容】 
 

成年後見
制度につ

いて 

体制整備
について 

日常生活
自立支援
事業につ

いて 

個別（事
例）相談
について
ンター 

その他 計 

中核機関 
1件 

（2.2） 
12件 

（26.7） 
1件 

（2.2） 
18件 

（40.0） 
13件 

（28.9） 
45件 

（100.0） 

行政（市
区町村） 

9件 
(21.4) 

6件 
(25.0) 

- 
8件 

(33.3) 
1件 
(4.2) 

24件 
(100.0) 

地域包括
支援セン
ター 

1件 
(25.0) 

1件 
(25.0) 

- 
2件 

(50.0) 
- 

4件 
(100.0) 

市区町村
社会福祉
協議会 

- 
1件 

(33.3) 
- - 

2件 
(66.7) 

3件 
(100.0) 

都道府県 
1 件 
(5.3) 

14件 
(73.7) 

- - 
4件 

(21.1) 
19件 

(100.0) 
都道府県
社会福祉
協議会 

2件 
(10.5) 

9件 
(47.4) 

5件 
(26.3) 

- 
3件 

(15.8) 
19件 

(100.0) 

その他 
3 件 

（75.0） 
- - 

1件 
（25.0） 

- 
4件 

（100.0） 

計 
17件 

（14.4） 
43件 

（36.4） 
6件 

（5.1） 
29件 

（24.6） 
23 件 

（19.5） 
118 件 

（100.0） 

 

 

 

※表の下段は％ 
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・ 中核機関のうち行政直営からの相談は 11 件であった。協議会や市民後見人養成研修など体

制整備に関する相談が 54.5％と最も多くみられた。一方で、市町村社協が受託して運営してい

る中核機関からの相談は 34 件で、個別事例に関する相談が 47.1％最も多く、体制整備に関す

る相談では、受任調整やチーム支援、モニタリングについての相談がみられた（図表 12）。 

 

【図表 12 中核機関からの相談内訳】 

 成年後見
制度につ

いて 

体制整備
について 

日常生活自
立支援事業
について 

個別（事
例）相談
について 

その他 計 

行政 
（直営） 

1件 
（9.0） 

6件 
（54.5） 

- 
2件 

（18.2） 
2件 

（18.2） 
11件 

（100.0） 

市町村 
社協 

- 
6件 

(17.6) 
1件 
(2.9) 

16件 
(47.1) 

11件 
(32.4) 

34件 
(100.0) 

計 
1件 

（2.2） 
12件 

（26.7） 
1件 
(2.2) 

18件 
（40.0） 

13件 
（28.9） 

45件 
（100.0） 

 

・ 中核機関以外の行政ならびに地域包括支援センターからの相談（計 28 件）のうち、中核機関設

置済みの市町村は 23 件であった（図表 13）。相談内容としては、市町村申立ての事務や市町

村申立てを検討している個別事例に関する相談が多くあった。当該市町村には中核機関が設

置されているものの、市町村長申立て担当者のみで対応をしており、中核機関との連携がなされ

ていない様子がうかがえるケースもあった。 

・ 中核機関未設置の市町村からの相談は 5 件で、設置済み市町村と同様、市長申立てに関連し

た相談が多く、個別ケースの対応についての相談もみられた。 

 

【図表 13 中核機関以外の行政及び地域包括支援センターからの相談内訳】 

 
成年後見
制度につ

いて 

体制整備
について 

日常生活
自立支援
事業につ

いて 

個別（事
例）相談
について
ンター 

その他 計 

中核機関 
設置済み 

8件 
（34.8） 

6件 
（26.1） 

- 
8件 

（34.8） 
1件 

（4.3） 
23件 

（100.0） 

中核機関 
未設置 

2 件 
(40.0) 

1件 
(20.0) 

- 
2件 

(40.0) 
- 

5件 
(100.0) 

計 
10件 

（35.7） 
7件 

（25.0） 
- 

10件 
（35.7） 

1件 
（3.6） 

28件 
（100.0） 

 

２．相談対応と都道府県への共有 

・ 体制整備に関する庁内外での連携や専門職との連携、個別のケースへの対応等について、ア

ドバイザーや専門相談員から多くの情報提供を受けた。 

・ アドバイザーを配置することで、様々な地域の体制整備の状況、専門職団体としての取り組み状

況などの幅広い情報と、専門的知見や実践経験を踏まえた助言を得ることができた。 

・ 専門相談による対応を行った案件は 29 件（24.6％）であった。専門相談員は、個別事例の相談

に対し、ケースに対する助言だけではなく、相談者が各地域の専門職や家庭裁判所などの関係

者と連携できるようになることを視野に入れた助言も行った。 

※表の下段は％ 

※表の下段は％ 
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【図表 14 相談対応にあたっての連携先】 

  
※厚生労働省には、厚生労働省成年後見制度利用促進室より他省庁や他部局への確認を行ったものを含む。 

※その他は、情報提供依頼を行った自治体、NPO 団体など。 

※１つの相談に対し、複数カ所へ相談を行う場合もあるため、全体の相談件数（118 件）に対しての割合としている。 

 

・ 都道府県による市町村や中核機関への支援強化に向け、今年度は、K-ねっとに寄せられた相

談について、都道府県ごとの一覧表を共有した（令和 7 年 4 月～10 月末にあった相談）。 

・ 一覧表には以下の案件を掲載した。 

①市町村や中核機関（市町村社協等）からの相談 

②都道府県や都道府県社協、都道府県専門アドバイザーを通じた①の相談 

（都道府県や都道府県社協からの、都道府県としての取り組みに関する相談は除く） 

・ 共有の際には、市町村名や機関・団体名は掲載せず、相談主旨のみを一覧化した。併せて、K-

ねっとでは、成年後見制度や体制整備に関する相談に対して、成年後見制度利用促進体制整

備研修の資料等を活用し回答をしていることから、はやわかりサイトや K-ねっと FAQ 等の情報

提供を行った。 

・ また、一覧表の活用例として以下のような取り組みが考えられることを伝えた。 

〇自治体や中核機関を対象とした研修や会議等でテーマとして取り上げる 

〇都道府県専門アドバイザー整備済みの場合には、一覧表を共有し、同じような困りごとがな 

いか、市町村や中核機関への働きかけのきっかけとする 

〇協議会等で情報提供し、都道府県域の課題共有を図っていく 

 

・ 共有後、数か所の都道府県から、K-ねっとがどのように回答したか、今後の市町村からの同様 

の相談に対応するため教えてほしいといった問い合わせが寄せられた。 



18 

 

 

３．定例会議で取り上げた相談例 

（１）中核機関の申立て支援について 

・ 知的障害がある子の成年後見制度利用について、親による申立てを中核機関が支援する際、

非弁・非司行為に抵触しない範囲はどこまでかといった相談が寄せられた。 

・ 本ケースは、親のうち一人は認知能力の低下により難しく、もう一方は判断能力があるが、手の

障害により書類の記入等ができないため、申立書の代筆を求めているという事案であり、障害者

差別解消法における合理的配慮の範囲と考えて代筆するべきかどうかという観点も含めて定例

会議で意見交換を行った。 

・ アドバイザーからは、非弁・非司行為について親に説明し、法テラスの利用も含め、専門職に申

立てを依頼することが適当ではないかとの意見があった。 

・ また、申立て手続きの支援にとどまらず、子の制度利用に向けては、中核機関を中心としたケー

ス会議等において、今後の支援方針に関する協議を行うことが必要であり、その中で、申立書の

作成へのサポートに関しても、個別的な事情も配慮しながら検討していくこともできるのではない

かといった意見もあった。 

・ 機能障害のある方に対して、どのような支援が可能なのか非弁・非司行為の抵触や合理的配慮

の範囲を合わせて検討していくことが必要ではないかといった意見もあった。 

 

（２）未成年後見制度に関する相談先について 

・ 中核機関に未成年後見制度の利用に関する相談が入り、対応について相談が寄せられた。 

・ 未成年後見制度に関する相談が中核機関に入ることも考えられるが、K-ねっとでは、未成年後

見制度に関する相談に対応していない。制度に関することであれば法務省の所管となる。 

・ 児童相談所や子ども家庭支援センター等との連携が重要と考えられるため、各地域においても

協議を進めていくことが必要ではないかといった意見があった。 
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（３）次の後見人候補者探しについて 

・ 専門職後見人から、自身が高齢になって事務所をたたむため、家庭裁判所に辞任の届を出した

のち、中核機関に後任者の受任調整について相談が寄せられたとのことで、当該中核機関より

K-ねっとに相談があった。 

・ 新規の申立てケースと同様に、中核機関として相談を受け付け、後任者の受任調整に対応して

いくことは考えられる。また、すでにそういったケースの検討も実施している中核機関もみられる。 

・ その際、中核機関としてかかわりのなかったケースであれば、前任の専門職と一緒に後任の候

補者や支援内容等を検討していくことも重要である。 

・ 単に後任者が見つかればよいということではなく、本人を中心に、現在の後見人の役割の確認

や、本人への説明をどのように実施していくのか、引継ぎ期間をどのように進めていくのかなど、

チームで今後の支援を検討していくことが重要となる。 

・ その際に、現状では、被後見人に関する情報を中核機関に開示することが個人情報保護の観

点から難しいとの指摘もあった。今後、中核機関の位置づけや守秘義務が法令上明確になるこ

とで、受任調整に当たって必要な情報の共有がしやすくなることが考えられるが、現状において

も、本人の理解を得て提供を受けるなど、中核機関が前任者と適切に調整を行うことが必要であ

る。 

・ また、成年後見制度利用後に、交代だけではなく、支援のあり方の見直しについて中核機関に

相談が寄せられることも考えられる。 

・ これらの相談が中核機関に寄せられたときに、対応を検討していく会議体として受任調整会議が

考えられるが、受任調整会議のやり方は市町村によっても異なっており、考え方の整理といった

検討が求められる。そのための体制づくりも重要である。 

 

（４）中核機関におけるモニタリングについて 

・ 中核機関から、受任調整会議を開始したが、会議で話し合うなかで、受任後のモニタリングも必

要ではないかと考え、モニタリングの取り組み事例を教えてほしいと相談があった。 

・ 初めて後見業務を担う後見人等の場合には、定期的なモニタリングを行うこととしている市町村

や、中核機関が関わったケースはすべて、定期的なモニタリングを行うとしている市町村もみられ

る。 

・ モニタリングを効果的に行うためには、候補者との顔合わせや支援チームの顔合わせなど、受任

調整の段階から中核機関がサポートをしていくことも重要となる。受任調整会議の中でモニタリン

グの時期を確認しておくことや、例えば家庭裁判所への定期報告の前などにチームで集まるよう

に中核機関がサポートしていくことも考えられるのではないかといった意見があった。 

・ 中核機関には、後見制度を利用している中で、成年後見人等の交代についての相談や、支援

のあり方の見直しについての相談も寄せられてきている。中には、中核機関が申立て時に関わ

っていないケースもあり、そのような相談への対応ができる人員体制の確保や専門職との連携、

相談対応フローの作成等に取り組んでいくことが考えられる。チームの形成支援だけではなく、

チームの自立支援も視野に、必要に応じて継続的に中核機関が伴走していくことが考えられる。 

・ モニタリングの具体的な内容については、日本社会福祉士会が実施した調査研究事業「中核機
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関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」1において、モニタリングに活用できる

シート（項目案）として、本人の状況の変化、支援者による支援状況、申立時の課題解決状況、 

後見人の変化や権限の見直し等が示されている。 

 

（５）債務整理中の方に対する日常生活自立支援事業の利用について 

・ 都道府県社協より、関係機関から、債務整理中あるいは債務整理を予定している方について日

常生活自立支援事業の利用を打診される機会が増えており、債務整理中あるいは債務整理を

予定している方の利用可否や留意点について教えてほしいとの相談が寄せられた。 

・ アドバイザーからは、基本的に、収支が釣り合うかどうかわからない方については、契約前にでき

る支援が他にあると判断し、地域包括支援センターや基幹相談支援センターなどへの相談、生

活保護の申請、家計改善支援事業の利用、債務整理などにつなぐことが必要との意見があった。

また、債務整理中、債務整理予定であっても、同時進行で日常生活自立支援事業の契約準備

を進めることは考えられるが、債務整理を行う弁護士との連携も重要となる。 

・ 本人や関係者に、債務整理や浪費予防のために利用する事業ではないことを伝えることも重要

である。負債を作る理由が浪費なのか、それとも本人の判断能力の低下なのかというところのア

セスメントも重要である。負債を繰り返してしまう要因が判断能力の低下によるものだとすれば、

成年後見制度の利用も視野に入れていくことが考えられる。 

・ アドバイザーからは、成年後見制度についても、浪費防止を目的に支援機関から相談が入ること

もあり、日常生活自立支援事業とあわせて、正しい制度理解を広げることが重要であるといった

意見もあった。 

・ 初回相談を受けてから山積した課題が明らかになるようなケースは、契約までに相当な時間を要

する実態がある。しかし、契約前の支援については、利用料が発生しない。その中で、日常生活

自立支援事業の専門員が債務整理に向けた調整すべてを行うことは難しく、関係機関との連携

が重要となる。地域連携ネットワークを活用し、地域の専門職や法テラス等と連携するほか、貸付

自粛制度 2などの活用も考えられるとの助言があった。 

 

 

 

 

 
1 「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事業」公益社団法人日本社会福祉士会

（P.70【権利擁護支援チームの自治る支援機能】検討項目案） 

 https://www.jacsw.or.jp/citizens/seinenkoken/documents/chukaku250602.pdf 
2 本人（または法定代理人等）が、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターのどちらかに借り

入れの自粛を要請することにより、カードローンといった金融機関からの借り入れを 5年間制限するこ

とができる制度 

 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/selfcontrol/#c30821 
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Ⅲ 都道府県機能強化推進事業 
１．事業の概要 

（１）目的 

・ 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、都道府県の機能強化が示され、小規模市町村

等の体制整備支援や担い手の育成・活躍支援、都道府県域での協議会の設置等の取り組みが

実施されているところである。これを受けて、K-ねっとにも都道府県や都道府県社協からの体制

整備等に関する相談が増加している傾向にある。 

・ 本事業は、こうした状況を踏まえ、管内市町村の中核機関や権利擁護支援に関する体制整備、

KPI に掲げる取り組みを促進するために、希望する都道府県に専門アドバイザー等を派遣して、

意見交換、課題の整理や専門的助言を行い、都道府県の市町村支援機能を強化するものであ

る。あわせて、他都道府県にも参考となるように、事業の報告をとりまとめ、共有を図ることとして

いる。 

・ また、令和 6年度にヒアリング・方策提案を実施した都道府県に対して、フォローアップ

として、取り組み状況の進捗確認及び必要な助言等を行う。 

 

（２）実施体制 

・ K-ねっとアドバイザー・専門相談員から、ヒアリングメンバーを選出した。定例会議で実施状況を

報告するともに、適宜助言を受けて実施した。 

 

【ヒアリングメンバー（11名）】 

氏名 所属・役職 備考 

吉野 智 東京弁護士会 アドバイザー 

山本 恭子 長野県弁護士会 アドバイザー 

岩屋口 智栄 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポ

ート 常任理事 

〃 

隈本 武 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポ

ート 副理事長 

〃 

星野 美子 日本社会福祉士会 参事 〃 

谷川 ひとみ 福島県社会福祉士会 福島県委託事業市町村

支援アドバイザー 

〃 

十河 真子 香川県社会福祉協議会 地域福祉部長 〃 

住田 敦子 特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援

センター センター長 

〃 

小林 有紀子 くすのき社会福祉士事務所 専門相談員 

宮間 恵美子 みやま社会福祉士合同事務所 〃 

渡邉 一郎 一般社団法人 権利擁護支援プロジェクトともす 〃 
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（３） 実施経過 

【新規実施都道府県】 

時期 流れ 内容 

6 月 公募開始 都道府県交流会で事業概要を説明し、公募を

行った。 

6 月下旬 

7 月 

実施都道府県の決定 

実施都道府県説明会の開催 

実施都道府県を選定し、事業の進め方等につ

いて説明会を開催した。 

7 月 事前の課題把握 権利擁護支援に関する取り組み・体制整備等の

現状や課題認識について、実施都道府県よりヒ

アリングシートを提出いただいた。 

8～9 月 ヒアリングの実施 

（原則 1 回） 

ヒアリングシートをもとにより詳細な現状・課題を

聞き取り、実施都道府県の担当者や都道府県

アドバイザー等と意見交換を行った。 

10 月 取り組み推進のための課題整

理及び方策等の提案 

上記調査で把握した情報等に基づき、KPI に掲

げる取り組み推進に向けた課題、当該課題解決

のための具体的な方策等の提案内容を整理

し、書面にまとめて実施都道府県へ提案した。 

10～3 月 報告シートの提出 実施都道府県において、市町村支援について

検討または実施し、報告シートを提出いただい

た。（予定） 

3 月 コメント作成 実施都道府県よりいただいた報告に対し、アド

バイザーからのコメントを作成・送付した。（予

定） 

3 月 報告書のとりまとめ 
 

 

【フォローアップ実施都道府県】 

時期 流れ 内容 

6 月 予定や課題の把握 今年度の都道府県における権利擁護支援に関

する取り組み予定・体制整備等の現状や課題認

識について、報告シートを提出いただいた。 

7 月 ヒアリングの実施 

（原則 1 回） 

報告シートに基づき、オンラインでヒアリングを実

施し、アドバイザー等より助言や情報提供を行っ

た。 

7 月～1 月 都道府県による市町村支援

の実施、来年度に向けた検

討 

上記調査で把握した情報等を参考に、関係者と

のネットワークづくりや市町村支援に取り組んで

いただいた。 
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2 月 各都道府県における市町村

支援状況等の報告 

上記の取り組みや進捗状況等について、報告

シートを提出いただいた。（予定） 

3 月 報告書のとりまとめ 
 

 

２．実施状況 

（１）実施都道府県  

【新規実施都道府県】 

・ 応募により、4 県を令和 7 年度実施都道府県として選定して事業を行った。 

・ 事業への応募理由については、管内の市町村への働きかけをどのように行ったらよいか、都道

府県としてどのような手順で取り組みを進めていけばよいかといったことが挙げられていた。 

・ 令和 7 年 6 月時点の各県における体制整備状況は以下の通りである。 

 

都道府県の基本情報 千葉県 岐阜県 広島県 宮崎県 

1） 中核機関の整備 
整備済市町村数／市町村数 

２６／５４ ４０／４２ １６／２３ ２６／２６ 

2）体制整備アドバイザーの配

置 
実施予定 

(令和７年頃) 
実施 実施 未定 

3）権利擁護支援総合アドバイ

ザーの配置 
実施予定 

(令和７年頃) 
未定 実施 未定 

4）市町村からの相談に対応す

る相談窓口の整備 
未定 未定 実施 実施 

5）都道府県単位の協議会の

設置 
実施予定 

(令和７年頃) 
実施 実施 実施 

6）都道府県による受任者調整

の場の設置 
未定 未定 未定 未定 

7）担い手（市民後見人・法人後

見実施団体）育成方針の策定 
検討中 検討中 実施 実施 

8）都道府県による（地域連携ネ

ットワーク構築の）取り組み方針

の策定 

未定 検討中 実施 未定 

9）市民後見人の養成研修 検討中 実施 検討中 実施 

10）法人後見実施団体の養成

研修 
検討中 実施 実施 実施 

11）市町村長申立てに関する

研修の実施 
実施 実施 実施 実施 

12）意思決定支援研修の実施 検討中 実施 実施 実施 

 

【令和 7年度フォローアップ実施都道府県】 

・令和 6年度実施都道府県について、オンラインにてヒアリングを実施した。 
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（２）ヒアリングの実施 

・ ヒアリング日程並びにメンバーは以下の通り。厚生労働省成年後見制度利用促進室からも参加

した。 

【令和 7年度新規実施都道府県】 

都道府県 日程 場所 ヒアリングメンバー ＊敬称略 

千葉県 
令和 7 年 9 月 2 日 

13：00～16：00  

千葉県社会福祉協議

会社会福祉センター 

吉野、岩屋口、隈本、星野、住

田、宮間、事務局 

岐阜県 
令和 7 年 9 月 4 日 

13：00～16：00 
岐阜県庁 山本、十河、小林、事務局 

広島県 
令和 7 年 9 月 11 日

13：00～16：00 
広島県庁 山本、谷川、渡邊、事務局 

宮崎県 
令和 7 年 9 月 17 日 

13：00～16：00 
宮崎県庁 吉野、星野、住田、事務局 

・ ヒアリングにあたっては、各県より事前にヒアリングシートを提出してもらい、ヒアリングシートの内

容をもとに、チーム会議やヒアリングメンバーによる打ち合わせを実施、必要な情報を検討して追

加の情報提供を依頼した。 

・ ヒアリングでは、まずは都道府県担当者より、提出いただいたヒアリングシートをもとに、課題と感

じていること、助言を得たいことについてお話しいただいた。その後、ヒアリングシートの内容につ

いて質疑を行ったほか、都道府県担当者からヒアリングメンバーへの質疑の時間もとった。やりと

りのなかで、都道府県担当者が課題に感じていること、助言を得たいことを焦点化していき、意見

交換を行った。 

 

【令和 7年度フォローアップ実施都道府県】 

都道府県 日程 ヒアリングメンバー ＊敬称略 

富山県 
令和 7 年 7 月 25 日 

10：00～12：00  

岩屋口、谷川、宮間、事務局 

奈良県 
令和 7 年 8 月 6 日 

10：00～12：00 
星野、宮間、事務局 

島根県 
令和 7 年 10 月 16 日

13：30～15：30 
岩屋口、住田、渡邊、事務局 

沖縄県 
令和 7 年 8 月 15 日 

10：00～12：00 
十河、小林、事務局 

・ フォローアップのヒアリングにあたっては、各県より事前に、昨年度の提案書を受けて、今年度の

事業予定等報告シートを提出してもらった。 

・ ヒアリングでは、まずは都道府県担当者より、提出いただいた事業予定等報告シートをもとに、昨

年度のヒアリングを受けての取り組み状況や今後の予定を確認するとともに、課題と感じているこ

と、助言を得たいことについてお話しいただいた。 

・ その後、都道府県担当者とヒアリングメンバーの質疑の時間をとり、やりとりのなかで、都道府県
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担当者が課題に感じていること、助言を得たいことを中心に意見交換を行った。 

 

（３）提案書と報告シート  

・ ヒアリング終了後、新規実施都道府県に対して提案書を作成した。作成にあたっては、ヒアリング

メンバーに振り返りシートを提出いただき、事務局にてとりまとめた。 

・ 提案書のとりまとめにあたっては、現在実施できている内容の再確認及び、当該都道府県の強

みと思われる点等を確認するとともに、現時点の課題を整理したうえで、今後の展開について提

案を行った。 

・ 新規実施都道府県より、提案書を受けて報告シートを提出いただいた。報告シートを確認し、ヒ

アリングメンバーより一言ずつコメントを作成し、フィードバックを行った。 

・フォローアップ実施都道府県からも報告シートを提出いただいた。 

 

①提案書 

（提案書の構成）  

  １．現在実施していること、強み、継続したほうがよいこと 

  ２．今後の取り組みについて課題と提案 

  ３．取り組みのステップ 

    ・短期的（概ね半年以内）に実施できること 

    ・中長期を見据えて検討・実施すること 

 

・ 主な「今後の取り組みについて課題と提案」の柱は以下の通り。  

  １．中核機関の整備について 

  ２．都道府県専門アドバイザーについて 

  ３．専門職との連携について 

  ４．市民後見人の養成・活躍支援について 

  ５．庁内連携について 

※都道府県機能強化推進事業を通じて把握した課題やそれらに対して行った提案内容につい

ては、相談窓口事業で把握した課題等と重なる部分が多いため、「Ⅵ K-ねっと事業を通じて

把握した、成年後見制度の利用促進や体制整備に関する課題」において一体的に記載した。 

 

②報告シート 

（報告シートの構成） 

  １．ヒアリングや提案書を受けて検討、実施したこと。今後の取り組み予定について 

  ２．１の実施を踏まえ、今後の課題と感じていること 

  ３．本事業を受けての所感等 

 

・報告シートから、以下のような取り組みを進められたことが分かった。 

   〇庁内関係部署との情報共有・意見交換を行った 



26 

 

   〇市町村に対してアンケート調査を実施した 

   〇協議会設置に向けた準備会を開催した 

   〇家庭裁判所と市民後見人の受任に向けた意見交換を行った 

   〇県内の法人後見実施団体へアンケート行い、協議会で取組方針について検討を進めた 

   〇中核機関未設置の市町村へ、都道府県社協とヒアリングを行った 

   〇都道府県専門アドバイザーの派遣事業に県の担当者も同席した 

   〇協議会にて、提案書の内容を議題とし、課題共有と意見交換を行った 

   〇都道府県における市民後見人養成研修について、あり方の点検や具体的な取組に向けた

検討を進めた 

   〇圏域別の市町村の情報交換会や、圏域別の協議会を開催し、課題共有や意見交換を行っ

た 

 

（４）都道府県機能強化推進事業の評価  

・ 新規実施都道府県はいずれも、中核機関が未設置の市町村と、中核機関の機能強化を進めて

いく市町村の支援に向けた悩みを持っていた。あわせて、担い手育成方針の策定、市民後見人

や法人後見実施団体の養成といった、都道府県が実施していく取り組みについて、担当者のみ

で対応を検討している様子がうかがえた。人手不足の中で、どのように連携ネットワークを広げて

いくことができるか、他の都道府県の取り組みはどのようになっているのかなど多くの質問があり、

ヒアリングメンバーから、取り組みの事例や専門職との連携についても具体的に助言を行った。

対面で実施したこともあり、休憩時間や終了後にも質問がでるなど、ヒアリングの機会を積極的に

活用していただいた。 

・ ヒアリング時や提案書において、KPI の達成に向けた取り組みにあたって、まずは庁内関連部署

や家庭裁判所、都道府県アドバイザー、市町村等との意見のすり合わせや課題共有の大切さに

ついて伝えた。これを受けて、新規実施都道府県において、ヒアリング後、令和 7 年度内に庁内

関連部署との協議の場を設けたところや、中核機関未設置の市町村へヒアリングを行ったところ、

家庭裁判所と市民後見人の選任に向けた意見交換を行ったところがあった。 

・ その他、次年度のアドバイザー派遣事業に向け、委託先である都道府県社協と現状の振り返り

や今後の活用に向けた協議を行うなど、来年度以降を視野に取組を進めているところもみられた。 

 

【フォローアップ実施都道府県（4 都道府県）の KPI 達成状況の変化】 

 R5 R6 R7 

◎の数 9 11 16 

〇の数 1 6 3 

空欄の数 14 7 5 

 ※KPI 達成状況は、以下の 6 項目（「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査」参照） 

  ①担い手の育成方針の策定 

  ②市民後見人養成研修の実施 

  ③法人後見実施団体の養成研修の実施 
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  ④市町村長申立てに関する研修の実施 

  ⑤協議会設置 

  ⑥意思決定支援研修の実施 

 ※◎当該年 4 月 1 日時点で策定済み・実施済み・設置済み 

 ※〇当該年 4 月 1 日時点で策定予定あり・実施予定あり 

 ※空欄は、当該年 4 月 1 日時点で検討中・策定予定なし・実施予定なし・設置予定なし 

 

・ フォローアップ実施都道府県について、KPI の達成状況を比較してみたところ、最初のヒアリング

を行った令和 6 年度から大きく状況が進んだことが分かる。昨年度の提案書をうけ、今年度の取

り組みに役立てていることがうかがえる。 

 一方で、予算確保を考えると、本事業実施翌年度すぐに大きな取り組みを行うことは難しいこと

や、担当者の異動もあり、長期的な視野を持ちつつ継続的に取り組んでいく意識醸成や体制づ

くりが重要であることがわかった。K-ねっととして単年度ではなく継続的に関わることも重要であ

ることがうかがえる。 

・ 新規・フォローアップともに、本事業を実施したことで、事務局との顔の見える関係ができたことか

ら、県に寄せられた相談について気軽に K-ねっとに相談していただく関係づくりにもつながった。

K-ねっとから情報提供を丁寧に行ったことで、今後同じような相談があった場合の対応も含めて

整理ができるといった都道府県からの感想もあった。 

・ 都道府県や都道府県専門アドバイザーと K-ねっとが連携することで、全国的な取り組みについ

て情報提供できることとあわせ、都道府県が抱える課題を K-ねっとが把握する機会となっている。

共通して考えられる課題については、都道府県交流会やニュースレターのテーマとして取り上げ

ることにもつながり、今年度の都道府県交流会は「専門職との連携」と「都道府県による市町村支

援」をテーマに実践報告や意見交換を行った。 

・ 都道府県の担当者が相談する先として、都道府県専門アドバイザーや協議会委員が考えられる

が、設置が進んでいない都道府県や異動したばかりで関係性の構築に悩んでいる都道府県も

あり、全国的な情報提供をしつつ、個別事案の相談への助言も行うことのできる K-ねっと事業が

都道府県をバックアップしていくことは有効と考えられる。 
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Ⅳ 広報事業（全国セミナー）の開催 

１．開催状況 

（１）概要 

・ 日程 

令和 8 年 3 月 12 日（木）12：55～16：30 

・ 目的 

広く一般市民を対象とし、一人ひとりが最後まで自分らしく生きるための備えができるよう、必

要とする人が適切に任意後見・補助・保佐等を含めた成年後見制度を利用できるようにわかり

やすく制度について学ぶ。 

・ 開催方法 

Zoom ミーティングによるライブ配信+YouTube でのライブ配信 

・ 参加定員 

1,500 名 

・ 参加対象 

成年後見制度に関心のある方 

・ 申込者数 

862 名（zoom 446 名、YouTube 416 名） 

・ 参加者（アカウント）数 

   652 名（zoom 378 名、YouTube 274 名） 

   ※１台の PC 等で複数名が視聴する場合があるため、申込者数と異なっている。 

 

【プログラム】 

時間 プログラム 

12:30～ 入室開始 

12:55～13:00 オリエンテーション 

13:00～13:05 

（5 分） 

【挨拶】 

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 

13:05～13:30 

（25 分） 

【導入講義】成年後見制度のレシピ 

NPO 法人尾張東部権利擁護支援センター センター長 住田 敦子氏 

13:30～14:30 

（60 分） 

【講義①】法定後見制度の基礎知識 

和歌山弁護士会 堀江 佳史氏 
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14:30～14:40 

（10 分） 
休憩 

14:40～15:40 

（60 分） 

【講義②】任意後見制度の基礎知識 

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 上山 浩司氏 

15:40～16:30 

（50 分） 

ディスカッションとまとめ 

コーディネーター 

NPO 法人尾張東部権利擁護支援センター センター長 住田 敦子氏 

コメンテーター 

和歌山弁護士会 堀江 佳史氏 

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 上山 浩司氏 

16:40 閉会 

 

（２）申込状況 

 

① 都道府県別申込者数                           
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② 対象区分別申込者数                          

 

③  セミナー受講のきっかけ（複数回答） 

 

 

④  成年後見制度の知識について 
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２．広報事業（全国セミナー）の評価  

（１）参加者アンケート結果 

①職業について 

 

 

 

 

②年齢について  

 

③現在の成年後見制度の利用について（２つまで回答） 

現在、自分が成年後見制度を利用している（後見人などの支援を受けている） 1 人 

現在、家族が成年後見制度を利用している 0 人 

現在、自分や家族は、成年後見制度を利用していない 169 人 

合  計 170 人 

 

職業 人数 

会社員 9 人 

パート・アルバイト 5 人 

公務員 28 人 

医療関係者 4 人 

福祉関係者 104 人 

士業 

（弁護士・社会福祉士・司法

書士等） 

13 人 

無職 2 人 

定年退職 4 人 

合 計 170 人 

年代 人数 

２０代未満 0 人 

２０代 14 人 

３０代 38 人 

４０代 47 人 

５０代 43 人 

６０代 21 人 

７０歳以上 7 人 

合 計 170 人 
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④成年後見人等を受任している場合（２つまで回答） 

個人として、成年後見人・保佐人・補助人いずれかを受任している 9 人 

法人等として、成年後見人・保佐人・補助人いずれかを受任しており、担当者となっている 20 人 

任意後見人として契約している（発効前）＊法人の場合は担当者となっている 3 人 

任意後見人を受任している（発効後）＊法人の場合は担当者となっている 0 人 

合  計 32 人 

 

⑤本セミナーへの参加にあたって特に学びたいと考えていたこと（２つまで回答） 

法定後見制度について 107 人 

任意後見制度について 124 人 

成年後見制度を活用した具体的な事例について 66 人 

成年後見制度に関する相談窓口について 21 人 

その他 15 人 

合  計 333 人 

 

 

⑥セミナー全般を通しての満足度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１「不満足」～４「非常に満足」の 4段階で回答いただいた。 

1 つのみ選択者 31 人 

2 つ以上選択者 139 人 

選択していない 0 人 

合 計 170 人 
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（２）成果と課題 

参加者アンケートの結果を基に定例会議の意見を踏まえ、全国セミナーの成果と次年度に向け

た課題について以下の通り整理した。 

 

①成果 

・ 今年度は、昨年度好評であったため、広く成年後見制度に関心のある人を対象とした成年後見

制度の基礎を学ぶ形にて実施した。福祉関係者以外の申し込みも多く、引き続き制度への関心

の高さがうかがえた。また、「参加にあたって学びたかったことが達成された・理解できたとする回

答（4 段階評価の３・４）が 9 割以上となった。 

・ zoom ミーティング配信と YouTube ライブ配信を行ったことで、申込希望者を多く受け入れること

ができた。 

・ 導入講義がその後の講義とディスカッションにつながる入口となったことで、より分かりやすく理

解できたといった声が多かった。昨年度同様に、申込時のアンケートで寄せられた質問から、デ

ィスカッションのテーマを設定して解説を行ったことにより、聞きたかったことを聞くことができたと

の声も多くみられた。 

・ 今年度の質問で最も多かったのは、成年後見制度の法改正についてのものであった。導入講義

から触れつつ、各講義の中でも方向性について講師から伝え、ディスカッションにおいて丁寧な

解説を行ったことで理解が深まったといった感想が多く寄せられた。 

 

②次年度に向けた課題 

・ 制度について基礎的な部分を学ぶことができたが、今後さらに実際の事例が知りたいといった声

が多くみられた。 

・ 民法改正については、もっと詳しく学びたい、定期的にこういったセミナーを実施してほしいとい

う声が、特に多くみられた。改正後の制度周知に向けては、本セミナーだけではなく、国の研修

や広報等もとらえ、情報提供していくことが重要と考えられる。 

・ 申込状況から、制度改正も含め、成年後見制度への関心が高まっていることがうかがえ、今後は

さらに具体的な制度の活用例を含めて情報提供するように工夫したい。 

・ また、意思決定支援についてもっと知りたいという声も多く、成年後見制度との関連が深いことか

らも、今後、セミナーにおいてテーマとして取り上げることも考えられる。 

・ 内容に対して時間がタイトで、理解が追いつかなかったといった声も多く、時間配分の見直しや

研修の配信方法等を検討したい。 
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Ⅴ K-ねっと事業を通して把握した、成年後見制度の利用促進や体制整備に関す

る課題 

（１）中核機関の整備の推進 

 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに向け、中核機関の整備は 68.2％（令和６年４月

１日時点）と進んでいるが、人口の少ない町村部での整備が課題となっている。 

 都道府県機能強化推進事業のヒアリングにおいても、未整備の市町村に必要性を理解して

もらうことが難しい、どのようなアプローチが有効か、都道府県がどのようにバックアップできる

のかといった戸惑いの声が上がっている。 

 中核機関未整備の市町村については、地域性や成年後見制度の利用状況など、それぞれ

の地域の状況を踏まえた検討が不可欠であり、アンケートや個別訪問を通じた丁寧な状況把

握が求められる。都道府県においては、国の「成年後見制度利用促進施策に係る取り組み

状況調査」の結果も参照しながら、個々の実態把握を行って働きかけていくことが必要である。 

 中核機関の整備に向けては、まずは市町村の担当者に必要性を認識してもらうことが重要で

あり、そのための方法として、成年後見制度の利用ニーズ調査の実施を促したり、担当者が

支援に困っている事例を検討することを切り口として体制整備のメリットを感じてもらうことなど

が考えられる。 

 小規模市町村においては、広域的な取組も視野に検討していくことが考えられる。市町村が

単独ですべてを実施することが難しい地域実情もあるため、中核機関の広域設置だけにとら

われず、協議会や受任調整、研修やセミナー等の広域実施について、地域の状況に応じて

検討していくことも有効と考えられる。 

 先行事例の情報提供として、厚生労働省の HP3や「成年後見制度利用促進ポータルサイト

（通称：成年後見はやわかりサイト）」の自治体事例検索 4の活用も有効である。 

 

（２）中核機関の機能強化 

 中核機関の整備においては、まずは「広報啓発」「相談窓口」の機能を先行させた地域が多く、

第二期計画では、それらの体制を整備した地域では、受任者調整等によるチーム形成支援

等、地域連携ネットワークの機能を段階的・計画的に充実していくことが示されている。 

 K-ねっとにも、受任調整会議をどのように設置したらよいか、モニタリングやチーム支援につ

いて、ほかの自治体がどのように体制づくりを行ったのか話を伺いたいといった中核機関の

機能強化に向けた相談が寄せられた。 

 都道府県機能強化推進事業のヒアリングでも、中核機関を整備した後の機能強化に関する

課題が浮かび上がった。これまで、まずは中核機関を整備することを目標に都道府県や市町

村が施策を進めてきたが、各中核機関が期待される機能を備え、十分に発揮できているかと

いう観点からの検討も今後重要である。 

 今後、社会福祉法の改正により、中核機関の法的根拠や役割が明確となることが見込まれる。

 
3 厚生労働省 成年後見制度利用促進 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html 
4 成年後見制度はやわかりサイト https://guardianship.mhlw.go.jp/municipality/search/ 
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特に中核機関を委託している市町村においては、主体的な中核機関への関わりも重要とな

る。中核機関を設置して委託先に任せてしまうのではなく、それぞれの市町村が地域連携ネ

ットワークをどのように形成していくことができるのか、どのような権利擁護支策を展開していく

のか、協議会等を通じて検討することが必要となる。 

 K-ねっとの相談においても、中核機関を社協等に委託している市町村から、市町村長申立

てとして行政の担当者が受け付けたケースについて、課題の整理や、今後の検討の流れに

ついて相談が寄せられたが、中核機関と連携していない状況が多くみられた。中核機関と市

町村の申立て担当部署が連携し、適切な権利擁護支援へつなぐことが重要である。 

・ 第二期計画にある通り、中核機関には、関係者と連携して権利擁護支援を適切に実施するた

めのコーディネート機能の発揮がより一層求められる。成年後見制度の利用がゴールではなく、

本人を支えるチームの形成支援や自立支援を行っていくことで、今後改正される成年後見制

度への対応にもつながると考えられる。 

 

（３）中核機関と関係機関、専門職等との連携 

 中核機関への相談が増加するなか、中核機関が権利擁護に関するあらゆる相談に対応しな

ければならないのか、どこまで対応すべきなのかという悩みや、関係機関からとの連携が不十

分なまま、個別ケースの対応を委ねられており、どう判断していいか分からないといった相談

も K-ねっとに寄せられている。 

 中核機関が地域の権利擁護に関するあらゆる相談に直接対応するのではなく、二次相談窓

口として関係機関や専門職等との連携と役割分担が必要であり、さらに都道府県担当者、都

道府県専門アドバイザーのバックアップを受ける体制を整えることが重要である。 

 中核機関は個別ケースに対応するだけではなく、地域連携ネットワークを構築し、充実を図っ

ていく役割も担うという点が重要である。地域連携ネットワークの関係者のサポートによって、

中核機関自体も成り立つものであり、こうした考え方を一次相談窓口を含めた関係者と共有

することが重要である。 

 今後、成年後見制度の改正及びこれに伴う社会福祉法改正に向けた議論のなかで、中核機

関の法定化や業務の明確化が検討されている。国においては、これを機に、第三期成年後

見制度利用促進基本計画策定の議論や中核機関の運営マニュアル等の策定において、中

核機関の役割を改めて整理し、周知を図ることが求められる。また、これを踏まえて、各都道

府県・市町村や中核機関においては、具体的な業務の進め方や家庭裁判所及び関係機関

との連携等について協議会等において検討を行うことが必要となる。 

 

（４）市民後見人の養成やフォローアップに関する役割分担について 

 市民後見人養成研修について、市町村が単独で実施していくことが困難等の事情から、複

数市町村や都道府県域での養成研修の実施に向けた相談が寄せられた。 

 都道府県機能強化推進事業においても、市民後見人の養成・活躍支援にかかる市町村と都

道府県の連携や役割分担が課題として表出している。 

 都道府県域で市民後見人を養成しても、その後のフォローアップについて実際の活動の場と
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なる市町村と十分な調整が行われていないと、市民後見人としての選任や生活支援員等とし

ての活動も含めた活躍支援が難しくなってしまうという課題が生じている。 

 これに対しては、市町村同士で、自分たちの地域で活躍いただく「市民後見人像」を協議会

などの場で共有しながら、養成研修の内容だけではなくフォローアップも含め協議していくこ

とが重要となる。 

 第二期計画にある通り、都道府県域の協議会の場も活用し、管内の市町村と十分協議を重

ねていくことが重要である。市町村と都道府県がチームとなって、市民後見人養成やフォロー

アップに取り組んでいく体制を構築していくことが求められる。 

 また、市民後見人の受任を進めていくためには、家庭裁判所との連携も重要である。市民後

見人の受任イメージを共有し、各市町村の体制整備につなげていくことが有効である。併せ

て、研修受講者への活動意向確認や、バックアップ体制の整備についても家庭裁判所と情

報共有しながらともに進めていくことが重要である。 

 K-ねっとへの相談では、市民後見人の養成や活躍支援について、市町村や都道府県の担

当者のみで検討を進めており、関係者との協議に進むまでに時間を要しているケースも見ら

れた。担当者だけでなく、都道府県専門アドバイザーや専門職の助言を得ながら進めていく

ことが考えられる。 

 

（５）複数の市町村が関わる際の報酬助成の考え方について 

 複数の市町村が関わる際の市長申立てに関する整理は示された 5が、報酬助成については

どのように考えたらいいのかといった相談が引き続き寄せられている。 

 申立てを行った市町村が報酬助成も行わなければならなくなるという考え方から、「相手の市

町村が報酬助成を今後してくれるなら自分の市町村で申立てを検討する」といった相談もあ

った。市町村同士では解決できない事案について相談を受けた都道府県からも相談が寄せ

られている。検討にあたって必要な情報や視点等について K-ねっとで助言しているが、本人

の意思や制度の必要性の確認が不十分と思われるケースもみられた。 

 その他、今年度は、個別のケースについて、報酬助成の対象と考えてよいかどうかといった

相談も寄せられた。本人の収支状況の判断基準、後見人が専門職か否かによって、報酬額

を変えたほうが良いかといった相談があり、各市町村の要綱のばらつきや、統一的な判断材

料がないことによるものと考えられる。 

 また、死後事務を行った際に、通常の報酬以上に付加報酬分が加算されている場合の考え

方について相談があった。現状、多くの市町村が月額で上限額を設定しており、付加報酬分

があったとしても、上限額を超えて対応している市町村はほとんど見られない。「成年後見の

事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」（平成２８年１

０月１３日施行）により死後事務が後見人の職務範囲に含まれたものの、多くの市町村の要綱

がそれ以前の基準で作成されたままであり、実務上のニーズと助成範囲に乖離が生じている

ため、上記のような課題が顕在化しており、今後検討が必要と思われる。 

 
5 市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続

の例示について（障障発 1126第 1号 障精発 1126第 1号 老認発 1126第 2号 令和 3年 11月 26日付） 
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 令和 6 年度に実施された「成年後見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業」（老

人保健健康増進等事業）6報告書においても、「利用支援事業全体の課題としては、要綱の

標準化や予算確保に関する課題が挙げられた」とされ、具体的には、市町村ごとに利用支援

事業の対象要件や報酬助成額にばらつきが生じていることなどが挙げられている。報酬助成

の振込口座の考え方や、被後見人等の死亡後の報酬助成についても課題として指摘し、国

による要綱の標準化を提言している。実態を踏まえた今後の取り組みについて引き続き注視

していくことが必要である。 

 

（６）日常生活自立支援事業について 

 日常生活自立支援事業については、利用者が亡くなった後の通帳等の保管物の引き取り者

がいない場合の対応について引き続き相談があった。都道府県社協によっては、引き取り者

がいない場合に相続財産清算人の申立てを行っているところもみられた。 

 そのほか、利用者が刑務所に入った場合の対応や、債務整理が必要な方の利用に関する相

談があった。同事業において、さまざまな複合的な課題を抱えるケースに対応していることが

うかがえるもので、いずれも個別ケースの内容に応じた検討が必要である。また、日常生活自

立支援事業のみで対応するのではなく、本人の意思決定支援を丁寧に行いながら、様々な

関係機関と連携し対応することが重要である。 

 債務整理や更なる借金の防止にかかる日常生活自立支援事業の利用について定例会議で

意見交換を行った際には、成年後見制度についても死後事務のために利用するといった実

態があることから、いずれについても事業や制度の理解の促進が必要といった意見もあった。 

 第二期計画では、総合的な権利擁護支援策の一層の充実があげられており、成年後見制度

以外の権利擁護支援策の充実が重要である。その一つとして日常生活自立支援事業がある

が、同事業以外の仕組みが整っていないことから、成年後見制度以外であれば日常生活自

立支援事業を選択するといったケースもみられる。 

 日常生活自立支援事業においては、全国的に待機者が発生しており、社協においても担い

手不足や財源不足の課題も聞かれる。 

 また、精神障害者の利用や頼れる身寄りのいない人の増加等により、利用者が抱える生活課

題が制度開始当初よりも複雑化、複数化していく中で、実施主体である都道府県社協のみで

は判断が難しいケースも見られるが、「社協の事業は社協内で解決しなければならない」とい

う発想から、都道府県や都道府県専門アドバイザーに相談ができず、K-ねっとを活用してい

るケースもある。中核機関は、成年後見制度のみを対象としているのではなく、地域連携ネッ

トワークにおける権利擁護支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割を持って

おり、日常生活自立支援事業に関しても、その効果的な実施のため、中核機関や都道府県

専門アドバイザーとの連携強化が重要と考えられる。 

 今後、社会福祉法改正により新たな第二種社会福祉事業の創設が予定されていることから、

日常生活自立支援事業の現状の課題を整理し、より一層支援の充実につながるように検討

 
6 成年後見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業（令和 7年 3月株式会社野村総合研究所 

https://www.nri.com/jp/knowledge/report/files/000045263.pdf） 
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を進める必要がある。同時に、地域における権利擁護支援策についても検討を進める必要

がある。 

 

（７）都道府県専門アドバイザーについて 

 令和 6 年度成年後見利用促進施策に係る取り組み状況調査によると、権利擁護支援総合ア

ドバイザーについては、「配置している」が 25 か所（53.2％）、「配置に向けて検討している」が

4 か所、「配置していない（検討中を除く）」が 18 か所となっている。また、体制整備アドバイザ

ーについては、「配置している」が 35か所（74.5％）、「配置に向けて検討している」が 0か所、

「配置していない（検討中を除く）」が 12 か所となっている。 

 K-ねっとへの相談や、都道府県機能強化推進事業のヒアリングを通じて、都道府県専門アド

バイザー（以下アドバイザーと略）の設置が進まず、設置していてもうまく活用されない実態が

うかがえた。また、都道府県担当者とアドバイザーとの連携がうまくとれていないといった状況

もみられた。 

 アドバイザーの活用が進みにくい背景としては、都道府県が市町村側から相談を受けたり、

市町村が都道府県へ相談をする慣例がないという指摘もある。 

 これに対しては、担当アドバイザーを固定化するなど、都道府県担当者や市町村担当者との

アドバイザーの顔の見える関係を構築することや、アドバイザーを活用した市町村から、その

効果等を他の市町村に共有することなども有効である。 

 また、アドバイザー事業の目的については、「中核機関の整備」にとどまらず、受任調整や後

見人支援といった「中核機関のコーディネート機能の強化」および「地域連携ネットワークの

充実」を主眼におくことが重要である。アドバイザーの役割としては、体制整備への助言に加

え、市町村長申立てや日常生活自立支援事業、困難事例への助言、市町村や市町村社協

が実施する市民向けの相談会への協力なども考えられる。 

 社協は中核機関の委託先として88.2％を占めているほか、日常生活自立支援事業や地域福

祉活動の推進を担っていることから、権利擁護支援体制の整備に向けては行政（都道府県・

市町村）と社協の連携が非常に重要である。市町村行政と社協の連携を後押しするため、都

道府県行政と都道府県社協が協力していくことも重要である。 
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成年後見制度
知って、学んで、活用しよう！

成年後見制度に
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木

NPO法人尾張東部権利擁護支援センター
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任意後見・補助・保佐等の相談体制強化・広報啓発事業（厚生労働省委託）

K -ねっと全国セミナー
令和７年度

※申込時に受講方法を選択してください。
定員になり次第、締切とさせていただきます。
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bAbBAtX5jM2CA

2026.2.17

※同所属から複数名申込する場合も、必ず1名ずつ申込フォームよりお申込みください。
※登録時に申込確認メールが送信されます。メールアドレスの入力間違いが無いようご確
　認ください。また、外部からのメールが受け取れるメールアドレスをご入力ください。
※ライブ配信1週間前を目安に当日資料とURL等を掲載した「受講者研修サイト」のご案内　
　を参加登録いただいたアドレスにメールにて送ります。
※申込フォームに記載された個人情報は、本セミナーの運営管理の目的にのみ利用させて
　いただきます。

申込サイトよりお申込みください

申込方法

申込
期限 火

本セミナーはライブ配信のみとなります。後日アーカイブ配信はございません。

無料
参加費

https://forms.gle/2jB8bAbBAtX5jM2CA
https://forms.gle/2jB8bAbBAtX5jM2CA


社会福祉法人
全国社会福祉協議会
地域福祉部(後藤・水谷)

〒100-8980　東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞が関ビル

　　 03-3581-4655　　　03-3581-7858　　　　k-net@shakyo.or.jpTEL FAX Email

任意後見・補助・保佐等の相談体制強化・広報啓発事業（厚生労働省委託）

※手話通訳等、参加時に配慮が必要な場合は、事務局までメールにてお知らせください。

趣旨

　成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人
が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
財産を管理したり、介護・福祉サービスの利用や施設入所・入院の契約をしたり、法律行為をひとりで行うの
がむずかしい場合や、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法
の被害に遭う場合もあります。このように、ひとりで決めることに不安のある方々に対して、ご本人の意思を
尊重（意思決定支援）しながら、法的に保護し、権利を守る人として後見人等を選任する制度です
任意後見制度とは、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選ん
だ人（任意後見人）に、代わりにしてもらいたいことを契約（任意後見契約）で決めておく制度です。
　成年後見制度は制度の見直しについて議論が行われ、今後法改正が行われる予定ですが、本セミナーでは、
ご家族のこととしてはもちろん、ご自身のこれからを考えたときに知っておきたい成年後見制度の基礎知識に
ついて現行の制度をもとに学びます。
　※本セミナーは、令和7年２月25日実施のセミナーと内容が重なるものとなります。

せ い ね ん こ う け ん せ い ど

成年後見制度
知って、学んで、活用しよう！

K -ねっと全国セミナー令和７年度

オリエンテーション

プログラム

12:30

13:05-13:30

入室開始

12:55-13:00

13:00-13:05 挨拶
厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室

導入講義　「成年後見制度のレシピ」

13:30-14:30 講義①　　「法定後見制度の基礎知識」

14:40-15:40 講義②　「任意後見制度の基礎知識」

14:30-14:40 休憩

15:40-16:30 ディスカッションとまとめ

研修時の録画・録音、写真撮影はご遠慮ください。

NPO法人尾張東部権利擁護支援センター　センター長　住田　敦子氏

和歌山弁護士会　堀江　佳史氏

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート　上山　浩司氏
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